






当薬局の設備・機能及び処方箋応需にあたって提供するサービスの概要 
 

調剤基本料○に関する事項 

当薬局は調剤基本料◯の施設基準に適合する薬局です。 

 

特別調剤基本料○に関する事項 

当薬局は特別調剤基本料○の施設基準に適合する薬局です。 

 

調剤基本料 1（注 1）に関する事項 

当薬局は基本料の注１に既定される（医療資源の少ない地域に所在する）薬局に該当します。 

 

調剤基本料○（注 8）に関する事項 

当薬局は基本料の注 8に既定される（調剤基本料を 100分の 50に減算する）薬局に該当します。 

 

地域支援・医薬品供給対応体制加算１に関する事項 

当薬局は以下の基準に適合する薬局です。 

・ 後発医薬品の使用促進に関する取組 

・ 医薬品の安定供給を行う体制  

また、後発医薬品（ジェネリック医薬品）の調剤を積極的に行っておりますので、変更を希望される方はお気軽に

ご相談ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



地域支援・医薬品供給対応体制加算○に関する事項 

当薬局は以下の基準に適合する薬局です。 

・ 後発医薬品の使用促進に関する取組  

・ 医薬品の安定供給を行う体制  

・ 地域医療に貢献する体制 

・ 医薬品供給拠点として機能する体制 

・ 開局時間外における調剤および相談に対応する体制 

・ 在宅医療において関係者と連携を行う体制 

・ 医薬品の安全対策に関する取組 

・ かかりつけ薬剤師に係る体制 

・ 薬剤服用歴をもとに薬学的管理を行う体制 

・ 管理薬剤師および人員配置に関する体制 

・ 研修を実施し資質向上に取り組む体制 

・ 患者様のプライバシーに配慮した服薬指導を行う体制 

・ 要指導医薬品および一般用医薬品の供給する体制 

・ 健康相談および健康支援に関する取組 

・ 緊急避妊薬の対応する体制 

・ 敷地内禁煙の実施したばこ販売を行わない体制 

・ セルフメディケーション支援を行う体制 

・ 未承認の研究用試薬や検査サービス等の不適切な提供を行わない体制 

また、後発医薬品（ジェネリック医薬品）の調剤を積極的に行っておりますので、変更を希望される方はお気軽に

ご相談ください。 

 

連携強化加算に関する事項 

当薬局は以下の基準に適合する薬局です。 

・ 第二種指定医療機関の指定 

・ 感染症および災害対応に関する研修および訓練を実施する体制 

・ 新興感染症発生時における療養中の患者様への調剤、オンラインまたは訪問による服薬指導および薬剤

交付を行う体制 

・ 個人防護具の備蓄 

・ 要指導医薬品および一般用医薬品、検査キット、衛生材料等を供給する体制 

・ 災害時における医薬品供給および人員派遣等を行う体制 

・ 他薬局との連携により開局時間外の調剤および在宅業務に対応する体制 

・ 感染症および災害発生時における対応体制の周知および手順書の整備 

・ オンライン服薬指導に対応するため、通信環境を整備し研修を実施する体制 

・ サイバーセキュリティを含めた情報管理体制の整備 

 

バイオ後続品調剤体制加算に関する事項 

当薬局ではバイオ後続品（バイオシミラー）の調剤を積極的に行っておりますので、変更を希望される方はお気

軽にご相談ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



在宅薬学総合体制加算 1に関する事項 

当薬局は以下の基準に適合する薬局です。 

・ 在宅患者訪問薬剤管理指導に係る届出 

・ 在宅患者様に対する薬学的管理および指導の実績 

・ 開局時間外における在宅業務および相談対応を行う体制 

・ 開局時間外における在宅業務および連携体制の周知 

・ 医療機関、訪問看護、介護関係者等との連携を行う体制 

・ 在宅業務に必要な研修の実施および外部研修に参加する体制 

・ 医療材料および衛生材料を供給する体制 

・ 麻薬小売業者免許の取得および必要な指導を行う体制 

・ かかりつけ薬剤師に係る届出 

 

在宅薬学総合体制加算 2に関する事項 

当薬局は以下の基準に適合する薬局です。 

・ 在宅患者訪問薬剤管理指導に係る届出   

・ 在宅患者様に対する薬学的管理・指導の十分な実績 

・ 開局時間外における在宅業務および相談対応を行う体制 

・ 開局時間外における在宅業務および連携体制の周知 

・ 医療機関、訪問看護、介護関係者等との連携を行う体制 

・ 在宅業務に必要な研修の実施および外部研修に参加する体制 

・ 医療材料および衛生材料を供給する体制 

・ 麻薬小売業者免許の取得および必要な指導を行う体制 

・ 医療用麻薬対応、無菌製剤処理または小児在宅医療に関する実績のいずれか 

・ 常勤換算で複数の薬剤師が勤務する体制 

・ 高度管理医療機器の取扱いを行う体制 

・ かかりつけ薬剤師に係る届出 

 

電子的調剤情報連携体制整備加算に関する事項 

当薬局は以下の基準に適合する薬局です。 

・ オンライン資格確認等システムを通じて取得した診療情報および薬剤情報を活用する体制 

・ マイナンバーカードの健康保険証利用を促進する取組 

・ 電子処方箋を活用する体制 

 

無菌製剤処理加算に関する事項 

当薬局は以下の基準に適合する薬局です。 

・ 複数の薬剤師が勤務する体制 

・ 無菌室、クリーンベンチまたは安全キャビネットを備える体制 

・ 注射剤等の無菌的な調剤を行う体制 

 

調剤管理料に関する事項 

患者様やご家族等から収集した投薬歴、副作用歴、アレルギー歴、服薬状況等の情報、お薬手帳、医薬品リス

ク管理計画（RMP）および薬剤服用歴に基づき、薬学的分析および評価を行い、患者様ごとに薬剤服用歴への

記録および必要な薬学的管理を行っています。必要に応じて、医師に対して処方内容の提案を行います。 

 

 

 

 

 



服薬管理指導料に関する事項 

当薬局では、患者様ごとに作成した薬剤服用歴等に基づき、処方された薬剤の重複投薬、相互作用、薬物アレ

ルギー等の確認および薬学的管理を行っています。   

また、薬剤情報提供文書を用いて服用方法や注意点等の説明を行うとともに、患者様の服薬状況、体調の変

化、残薬の状況等を確認し、適正使用のための継続的なフォローを行っています。   

必要に応じて、処方内容について医師への提案を行っています。 

 

服薬管理指導料に関する事項 

当薬局では、患者様ごとに作成した薬剤服用歴等に基づき、処方された薬剤の重複投薬、相互作用、薬物アレ

ルギー等の確認および薬学的管理を行っています。   

また、薬剤情報提供文書を用いて服用方法や注意点等の説明を行うとともに、患者様の服薬状況、体調の変

化、残薬の状況等を確認し、適正使用のための継続的なフォローを行っています。   

必要に応じて、処方内容について医師への提案を行っています。 

なお、かかりつけ薬剤師は、患者様の使用しているお薬を一元的かつ継続的に把握し、安心して薬物療法を継

続できるよう支援します。 

 

特定薬剤管理指加算 2に関する事項 

当薬局は以下の基準に適合する薬局です。 

・ 保険薬剤師として一定の経験を有する薬剤師が勤務する体制 

・ 患者様のプライバシーに配慮した服薬指導を行う体制 

・ 麻薬小売業者免許の取得および必要な指導を行う体制 

・ 医療機関が実施する化学療法に係る研修会に参加する体制 

当薬局では、抗がん剤注射による治療を行う患者様に対して、治療内容を把握し、処方医との連携のもと、副作

用の確認等のフォローアップを行っています。 

 

在宅患者訪問薬剤管理指導料に関する事項 

当薬局では、在宅で療養中の患者様のうち通院が困難な場合に、調剤後にご自宅を訪問し、お薬の説明およ

び管理のお手伝いを行っています。 

訪問には医師の指示が必要となります。訪問を希望される方はお気軽にご相談ください。また、在宅での管理状

況が改善した場合には中止することも可能です。 

 

〔医療保険を利用される場合〕 

・ 単一建物診療患者様 1人の場合       650点 

・ 単一建物診療患者様 2～9人の場合    320点 

・ 上記以外の場合                290点 

1点＝10円です。負担割合に応じて自己負担額が異なります。 

なお、介護保険法の要介護または要支援の患者様の場合は「居宅療養管理指導費」の対象となります。 

 

在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算に関する事項 

当薬局は以下の基準に適合する薬局です。 

・ 麻薬小売業者免許の取得および必要な指導を行う体制 

・ 高度管理医療機器の取扱いを行う体制 

当薬局では、在宅において医療用麻薬持続注射療法が行われている患者様に対して、注入ポンプによる麻薬

の使用等を含め、療養状況に応じた薬学的管理および説明を行っています。 

 

 

 



在宅中心静脈栄養法加算に関する事項 

当薬局は以下の基準に適合する薬局です。   

・ 高度管理医療機器の販売業の許可または管理医療機器の販売業の届出 

当薬局では、在宅中心静脈栄養法が行われている患者様に対して、輸液セットを用いた中心静脈栄養法用輸

液等の薬剤の使用など、療養状況に応じた薬学的管理および説明を行っています。 

 

調剤ベースアップ評価料に関する事項 

当薬局では、賃上げ対象となる職員が勤務しており、賃金の改善を行う体制を整備しています。 

 

公費負担医療等の取扱いに関する事項 

当薬局では生活保護法、感染症法、障害者総合支援法等の各種公費負担医療および労災医療に係る処方

箋に対応する体制を整備しています。 

 

○○薬局 ○○店 管理薬剤師 ： ○○○ ○○○ 

所在地 ： ○○○○○○○○ 

TEL（営業時間内） ： ○○○-○○○-○○○ 

TEL（営業時間外緊急時） ： ○○○-○○○-○○○ 

FAX ： ○○○-○○○-○○○ 

 



保険対象外の費用について 

2025年 10月 

当薬局では、良質かつ適切なサービスを提供するために、患者様のご希望による次のサー

ビス等については、保険対象外の費用をご負担いただくようお願いしております。 

なお、保険対象外の費用のご負担にあたっては、文書による説明を行った上で、患者様の

ご署名をいただく必要がございますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

ご不明な点などがございましたら、当薬局のスタッフまでお問い合わせください。 

◆患者様のご希望により飲み薬を服用時点ごとにパックする場合の料金 

  （治療上の必要性がない場合に限ります。） 

   ・1日につき       50円 

◆患者様のご希望により飲み薬に甘味剤等を添加する場合の料金 

  （治療上の必要性がなく治療上問題がない場合に限ります。） 

   ・原則としていただいておりません 

◆患者様のご希望による薬剤の容器等の販売価格 

  （処方に基づき調剤に使用する分を除きます。） 

   ・別途掲示の「容器等販売価格一覧表」をご確認ください 

◆服薬カレンダーの販売価格 

   ・アポクリート薬局お薬カレンダー    1,727円 

   ・お薬ポケット１週間エコノミー     150円 

◆ご自宅を訪問してお薬の説明及び管理のお手伝いを行う場合の交通費 

・原則としていただいておりません 

◆患者様のご都合によりご自宅等にお薬をお届けする場合の料金 

  （お薬の不足等によりお届けする場合を除きます。） 

   ・宅配便等を利用する場合     着払い料金 

   ・当薬局のスタッフがお届けする場合    500円 

 （スタッフによるお届けは一部店舗ではご利用いただけませんのでご了承ください） 

 

 



◆オンラインによるお薬の説明の後にご自宅等にお薬をお届けする場合の料金 

   ・宅配便等を利用する場合     実費 

   ・当薬局のスタッフがお届けする場合    500円 

 （スタッフによるお届けは一部店舗ではご利用いただけませんのでご了承ください） 

◆請求書・申請書等の作成に係る料金 

   ・別途掲示の「請求書・申請書等の料金」をご確認ください 

◆個人情報の開示等に係る料金 

   ・患者様ご本人または代理の方に開示する場合  1,100円 

   ・行政機関または弁護士会等に開示する場合   1,100円 

◆喘息治療剤用の小型吸入器の販売価格 

   ・お取り寄せのため当薬局のスタッフまでお問い合わせください 

◆鼻腔・口腔内治療剤用の噴霧・吸入器具の販売価格 

   ・お取り寄せのため当薬局のスタッフまでお問い合わせください 

◆評価療養に係る料金 

   ・保険適用前の承認医薬品の調剤等の薬剤料  投与数量に応じた実費 

・薬価基準収載後の医薬品の適応外使用等の薬剤料 投与数量に応じた実費 

 

〇〇薬局 〇〇店 



〇〇薬局〇〇店

商品名 サイズ 販売価格（税込）

　内服用瓶 ３０ｍｌ ６０円
　内服用瓶 ６０ｍｌ ６０円
　内服用瓶 １００ｍｌ ６０円
　内服用瓶 １５０ｍｌ ６０円
　内服用瓶 ２００ｍｌ ６０円
　内服用瓶 ３００ｍｌ １２０円
　内服用瓶 ５００ｍｌ １２０円
　軟膏壺 ６ｍｌ ６０円
　軟膏壺 １２ｍｌ ６０円
　軟膏壺 ２４ｍｌ ６０円
　軟膏壺 ３６ｍｌ ６０円
　軟膏壺 ６０ｍｌ ６０円
　軟膏壺 １２０ｍｌ １２０円
　外用瓶 ２０ｍｌ ６０円
　外用瓶 ３０ｍｌ ６０円
　外用瓶 ６０ｍｌ ６０円
　外用瓶 １００ｍｌ ６０円
　外用瓶 ２００ｍｌ ６０円
　外用瓶 ３００ｍｌ １２０円
　外用瓶 ５００ｍｌ １２０円
　点眼瓶 ５ｍｌ ３０円

　点眼袋（遮光） ２０ｍｌ １０円
　点鼻瓶 ５０円
　スポイト ３ｍｌ ５０円
　計量カップ １０ｍｌ ３０円
　シリンジ ５０円

　チャック付きポリ袋 １０円

2025年10月

容器等販売価格一覧表



 

 

請求書・申請書等の料金 
2025年 3月 

 

 

自賠責請求書 
 

 

2,200円 

 

療養見舞金請求書（互助会） 
 

 

1,100円 

 

特定医療費請求書 
 

 

1,100円 

 

特定不妊治療費（先進医療）助成事業受診等証明書 
 

 

1,100円 

 

調剤報酬明細書 
 

 

1,100円 
 

 

医療費年間証明書 
 

 

無料 

 

スポーツ振興 調剤報酬明細書 
 

 

無料 
 

 

〇上記は、１件当たりの消費税を含んだ金額です。 

〇ご不明な点がございましたらスタッフまでお申し付けください。 

 

 

 

〇〇薬局 〇〇店 



近視進行抑制薬（選定療養）に関するご案内 

２０２６年６月 

 

２０２６年６月より近視の進行抑制を目的として

使用される医薬品については、選定療養の対象となり

ました。当薬局では、医師の処方に基づき当該医薬品

の調剤を行っておりますが、本医薬品に係る費用は保

険適用外となり、自己負担となります。 

なお、診察および検査については保険適用となる場

合があります。 

費用の取扱いは、処方内容や医療機関の運用により

異なる場合がありますので、詳細についてはスタッフ

までお問い合わせください。 

 

 

〇〇薬局 〇〇店 



「個別の調剤報酬の算定項目の分かる明細書」 

の発行について 

 

 

 当薬局では、医療の透明化や患者さまへの情報提供

を積極的に推進していく観点から、領収証の発行の際

に、個別の調剤報酬の算定項目の分かる明細書を無料

で発行しております。 

 また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担の

ない患者さまにつきましても明細書を無料で発行し

ております。 

 明細書には、調剤したお薬の名称などが記載されま

すので、その点をご理解いただき、ご家族等の代理の

方への発行も含めて、明細書の発行を希望されない方

は、受付窓口にてその旨をお申し出下さい。 

 

 

〇〇薬局 〇〇店 



後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、
先発医薬品の処方を希望される場合は、
特別の料金をお支払いいただきます。

特別の料金は、令和８年６月から、先発医薬品
と後発医薬品の価格差の２分の１相当です。

この機会に、後発医薬品の積極的な利用をお願い
いたします。

• 後発医薬品は、先発医薬品と有効成分が同じで、同じように使っていただけるお薬です。
• 先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の２分の１相当を、特別の料金として、医療
保険の患者負担と合わせてお支払いいただきます。

• 先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合等は、特別の料金
は要りません。

先発医薬品を希望した場合の
自己負担の仕組み

患者のみなさまへ

後発医薬品について
後発医薬品（ジェネリック医薬品）

に関する基本的なこと

新たな仕組みについて
特別の料金の対象となる
医薬品の一覧などはこちらへ

※ＱRコードから厚生労働省ＨＰの関連ページにアクセスできます。

将来にわたり国民皆保険を守るため
皆さまのご理解とご協力をお願いいたします

令和８年６月から




